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石川県警察本部

生活安全企画課

ＤＶで悩んでいませんか？
～1人で悩まず警察などの専門機関に相談を！～

【DVとは？】
DVとは「配偶者（内縁・同棲関係を含む）

からの暴力」のことです。

【暴力とは?】
○ 身体的暴力・・・殴る、蹴る、包丁で脅す等

○ 精神的暴力・・・罵声を浴びせる、無視する。

○ 性的暴力・・・望まない性行為を強要する。

○ 経済的暴力・・・生活費を渡さない。

○ 子供を利用した暴力・・・子供に暴力を見せる。

子供を虐待してみせる。

などをいいます。

【DVを受けたら】
できるだけ早く信頼できる人や警察や専門機関

（配偶者暴力相談支援センター）に相談しましょう。

また、緊急の場合は、１１０番をして下さい。

※警察安全相談 ☎＃9110

※配偶者暴力相談支援センター ☎076-223-8655


